
育児短時間勤務についてのご案内  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、通常の 

勤務時間より短い時間で勤務することができます。 

※ ただし、希望する勤務形態の条件に合う補充者が確保できる場合に限ります。 

育児短時間勤務について 

【承認請求期間】 

原則、次のとおり。 

始期の日付 終期の日付 

４月１日 ８月３１日 

９月１日 １２月３１日 

１月１日 ３月３１日 

【手続き】 

① ｢育児短時間勤務承認請求に係る意向申出書｣（様式１）を学校長に提出。 

※ 学校長は、市町村教委を通して、承認請求期間の始期の２ヶ月前までに県へ提出。 

  ※ 県立学校は学校長が書類を県へ提出。 

② 補充者が確保できた場合、奈良県教育委員会事務局教職員課より「請求可」通知。  

③ ｢育児短時間勤務承認請求書｣（様式３）を学校長に提出。 

※ 学校長は、市町村教委を通して、承認請求期間の始期の１ヶ月前までに県へ提出。 

※ 県立学校は学校長が書類を県へ提出。 

④ 奈良県教育委員会事務局教職員課より「承認」通知。    

※申請書類については、奈良県教育委員会事務局教職員課Webサイトに掲載しています。 

１週間当たり１９時間３５分勤務 

（週５日３時間５５分勤務） 

 

 

 

 

 

１週間当たり２４時間３５分勤務 

（週５日４時間５５分勤務） 

 

 

 

 

 

１週間当たり２３時間１５分勤務 

（週３日７時間４５分勤務） 

 

 

 

 

 

※給与は給与月額に１週間当たりの

勤務時間に応じた額となります。 

１週間当たり１９時間２５分勤務 

（週２日７時間４５分、 

    １日３時間５５分勤務） 

 

 

 

 

 

連絡先 

奈良県教育委員会事務局 

教職員課 定数管理係 

TEL：０７４２－２７－９８５２ 
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育児短時間勤務パターン（例） 

※１年以下の期間で、始期、終期を決めることができ

ます。 

※１年を超えて希望される場合は、１年ごとに期間の

延長を請求する必要があります。 


